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平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

第
三
千
五
百
八
十
号

増

刊

①

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
二
百
三
十
七
号
）

○
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
農
林
水
産
政
策
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

訓
　
　
　
令
（
第
四
号
・
第
五
号
）

○
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

 

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
母
子
福
祉
協
力
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
児
童
家
庭
課
）
…
…
…
…
…
三

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程

　

第
一
条
中
「
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
」
を
「
福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
長
」
を
「
福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
長
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
様
式
中
「福

岡
県
農
業
総
合
試
験
場
長

」
を
「福

岡
県
農
林

業
総
合
試
験
場
長

」
に
、
「福

岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程

」
を
「福

岡
県
農
林
業
総
合

目
　
　
　
次

試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程

」
に
、
「日

本
工
業
規
格　
Ｂ
５

」
を
「日

本
工
業
規
格　
Ａ
４

」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
四
号

 

環　

境　

部　
　

 

農
林
事
務
所　
　

　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
四
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
狩
猟
」
を
「
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
（
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
（
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る

被
害
の
防
止
並
び
に
狩
猟
の
目
的
で
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
導
及
び
取
締
り
の
実
施
に
関
す

る
こ
と
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
、
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
七
条　

保
護
員
は
、
そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
保
護
員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条　

保
護
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同

様
と
す
る
。

２　

法
令
に
よ
る
証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発
表
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

訓
　
　
　
令

告
　
　
　
示



第
３

５
８

０
号

増
刊

①
福

岡
県

公
報

平
成

26
年

３
月

18
日

　
火

曜
日

2
様式第１号(第６条関係) 
 

巡  視  報  告  書 
  （  月分）  

日(曜日) 巡視した区域又は箇所 業  務  内  容 巡 視 の 状 況 
  
 
 
（  ） 

  □ 保護区等の管理 
□ 鳥獣保護に係る指導・普及啓発 
□ 鳥獣に関する諸調査 
□ 狩猟の指導・取締 
□ 鳥獣捕獲等の指導・取締（狩猟以外）

 

  
 
 
（  ） 

 □ 保護区等の管理 
□ 鳥獣保護に係る指導・普及啓発 
□ 鳥獣に関する諸調査 
□ 狩猟の指導・取締 
□ 鳥獣捕獲等の指導・取締（狩猟以外）

 

  
 
 
（  ） 

 □ 保護区等の管理 
□ 鳥獣保護に係る指導・普及啓発 
□ 鳥獣に関する諸調査 
□ 狩猟の指導・取締 
□ 鳥獣捕獲等の指導・取締（狩猟以外）

 

 
その他連絡事項等 
日(曜日) 内容 
  
 
（  ） 

  

 
    年  月  日                     

       ○○○市町村○○○○地区  鳥獣保護員氏名  ○○○○○○   印   

(注) 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

巡視の状況の欄には、次のことを記入すること。 

  1 巡視した区域又は箇所の状況 

   2 第５条の規定により警察官及び法第76条の司法警察員に通報したことがあるときは、その詳細の説明 

   3 その他参考となる事項 

(日本工業規格Ａ４) 
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第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）

第
四
条　

協
力
員
は
、
そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
福
岡
県
職
員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ

う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
様
式
に
よ
る
巡
視
報
告
書
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

 

福　

祉　

労　

働　

部　
　

 

福
祉
労
働
部
関
係
出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
母
子
福
祉
協
力
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
母
子
福
祉
協
力
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
母
子
福
祉
協
力
員
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
母
子
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
に
、
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「

第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
父
母
の
な
い
児
童
並
び
に
福
岡
県
寡
婦
福
祉
資

金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す

る
寡
婦
」
を
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
並
び
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
の
な

い
児
童
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
資
金
並
び
に
規
則
第
三
条
」
を
「
第

十
三
条
第
一
項
各
号
（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。

２　

法
令
に
よ
る
証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発
表
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
任
命
権
者
（
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
退
職
し
た
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
係
る

任
命
権
者
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る

。


